
 
高槻市宿日直業務従事職員 

採用候補者（月１５回勤務）試験募集要項 

令和８年５月 

高 槻 市  

 

 高槻市では宿日直業務従事職員（パートタイム会計年度任用職員）の採用候補者試験をこの要項のと

おり実施します。 

 

 受付期間  令和８年５月１日（金）～令和８年５月２２日（金）午後５時１５分（必着） 
 

 試 験 日  令和８年５月２３日（土）または２４日（日） 

 

１ 募集職種、募集人数及び受験資格 

募集職種 募集人数 
受験資格 

それぞれ下記の条件を同時に満たす人 

宿日直業務従事職員（月１５回勤務） １名 パソコンの操作が可能な方 

（エクセル、ワード程度） 

 

２ 任用について 

（１）任用期間 

１年以内とし、会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）は超えないものとします。 

  ※ 採用後１か月間は条件付採用となります。勤務成績が良好な場合、正式採用されます。 

  ※ 業務の必要性や勤務成績に基づき、５年を超えない範囲内で再度の任用を行う場合があります。 

（２）その他 

  ① 本職は常勤職員としての採用につながるものではありません。 

  ② 国籍、学歴は問いません。 

  ③ 地方公務員法第１６条に定める次の欠格条項に該当する人は受験できません。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方公務員法第１６条抜粋 

一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

二 本市の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

三 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第６０条から第６３条に規定する罪を犯し

刑に処せられた者 

四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張

し、又はこれに加入した者 



 
３ 勤務条件等 

(１)任用期間 

  

最終合格者として決定した人は、採用候補者名簿に登載し、おおむね令和８年６月８日以

降に勤務していただく予定です。 

※採用後１か月間は条件付採用となります。勤務成績が良好な場合、正式採用されます。 

※任用期間は１年以内です。業務の必要性や勤務成績に基づき、５年を超えない範囲内で

再度の任用を行う場合があります。 

(２)勤 務 地 本市において年間で割り振る勤務表により、次の４つの勤務場所に勤務していた

だく予定です。（４つの勤務場所の中から１か所だけに勤務する訳ではありませ

ん。） 

①高槻本庁舎（市役所） （高槻市桃園町２番１号） 

②富田支所       （高槻市富田町五丁目１７番１号） 

③三箇牧支所      （高槻市三島江一丁目１１番８号） 

④樫田支所       （高槻市大字田能スハノ下１１番地） 

(３)業務内容 高槻市役所及び各支所における、来庁者の応接、電話の応答、戸籍の受付、埋火

葬の許可、市営葬儀の受付、非常事態が発生した時の緊急連絡対応、その他 

 

 

 

 

 

(４)報  酬 高槻市会計年度任用職員の給与等に関する条例等の規定により定められた額を支給しま

す。 

令和８年５月予定月額報酬 １７７，２５４円 別途期末手当の支給あり 

【参考】期末手当年間２．５２５月分、勤勉手当年間２．１２５月分支給予定 

（ただし、任用初年度の期末・勤勉手当は、任用開始日により支給月数が変わります） 

※宿直した場合にあっては、１回あたり宿直報酬４，７００円を加算します。 

※報酬額は令和８年４月時点。また再度の任用を行う場合、昇給制度があります（最大４回）。 

※この他通勤費相当額（上限あり）等が支給されます。また、今後の給与改定等の状況によっては、

支給額が増減することがあります。 

(５)社会保険 厚生年金、健康保険、雇用保険に加入します。 

(６)災害補償 公務上の災害又は通勤による災害についての補償制度があります。 

(７)勤務日・ 

勤務時間等 

①勤務日は、年間で割振り、日直・宿直を含めて、１月に１５回を基本とします。 

②勤務時間等は、次のとおりとします。 

日直：市の休日の午前８時４５分から午後５時１５分まで（休憩１時間、実働時

間７時間３０分） 

宿直：午後５時１５分から翌日午前８時４５分まで（休憩８時間、実働時間７時

間３０分） 

(８)休  暇 年次有給休暇のほか、夏季休暇、結婚休暇、忌引休暇などの休暇があります。 

配置人数【令和７年度実績】 

①高槻市役所：日直業務及び宿直業務 ２名勤務 

②各 支 所：日直業務 １名勤務 

 



 
(９)服  務 会計年度任用職員は一般職の地方公務員であり、地方公務員法の服務に関する各規定が適

用されます。（服務の宣誓、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁

止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限等） 

 

４ 受験手続 

受付期間 令和８年５月１日（金）～令和８年５月２２日（金）午後５時１５分（必着） 

申 込 先 
高槻市役所 本館４階 総務課 

〒５６９－８５０１ 高槻市桃園町２番１号 

申込方法 

受験申込みは、郵送とします。持参による受付は行いません。 

提出書類に必要事項を自筆で記入し、受付期間内に提出してください。 

次の提出書類に必要事項を自筆で記入し、受付期間内に提出してください。 

※封筒の表に「試験申込書（宿日直業務従事職員）」と朱書きしてください。 

提出書類 

①別紙「試験申込書」 

②別紙「受験票」 

③別紙「作文用紙」 

※①②には同一の写真（裏面に氏名記入）を貼付してください。 

※③は指定するテーマについて１０００文字以内で自筆してください。 

※受理した提出書類は、一切お返しできません。 

※郵送等にかかる費用は受験者負担となります。 

そ の 他 
身体等の事情により受験に際し配慮が必要な場合は、可能な範囲で対応いたしますの

で申込受付時にお知らせください。 

 

５ 試験日時及び受付場所等 

日  時 令和８年５月２３日（土）または令和８年５月２４日（日） 

試験内容 個人面接 

試験会場 高槻市役所 本館４階 入札室 

試験時間 受験者に個別通知します。 

持  物 受験票 

 

６ 合格発表 

日  時 令和８年５月下旬（予定） 

方  法 市ホームページへの掲載、合否にかかわらず郵送にて本人宛に通知 

 

７ その他注意事項 

（１） 本市からの発送物は申込書に記載された現住所宛に送付します。 

（２） 申込書に記載された情報は、当該採用候補者試験の円滑な遂行のために用い、それ以外の目的に

は一切使用しません。 

（３） 試験当日は、必ず定刻までに集合してください。また、自動車での来場はご遠慮ください。 



 
（４） この募集要項、申込用紙等は、市ホームページからもダウンロードできます。 

（５） その他不明な点につきましては、下記までお問い合わせください。 

 

８ 問合せ先 

  高槻市総務部総務課（高槻市役所本館４階） 

  〒５６９－８５０１ 高槻市桃園町２番１号  

  ℡：０７２－６７４－７３１２ 


